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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月2日(2014.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　並行する複数の出力信号線に対して、順に画素トランジスタを導通させる電位である導
通電位を印加する駆動回路を備え、
　前記駆動回路は、前記複数の出力信号線のうち一番端の出力信号線である初段出力信号
線に出力するための回路である初段出力回路を有し、
　前記初段出力回路は、
　前記複数の出力信号線に対して順次導通電位を印加させるための開始の信号が印加され
るスタート信号線と、
　クロック信号である第１クロック信号が印加される第１クロック信号線と、
　前記第１クロック信号とは導通電位となる時間が重ならないクロック信号である第２ク
ロック信号が印加される第２クロック信号線と、
　前記初段出力信号線が、直接又は間接的にソース及びドレインのいずれか一方に接続さ
れ、前記第１クロック信号線が、直接又は間接的に前記ソース及びドレインのいずれか他
方に接続されたトランジスタである第１トランジスタと、
　前記第１トランジスタのゲートと直接又は間接的に接続されたノードと、
　前記スタート信号線がゲートに接続され、前記第２クロック信号線と前記ノードとの間
に配置され、前記スタート信号線が導通電位となることにより、前記第２クロック信号線
と前記ノードとを導通させる第２トランジスタとを備え、
　前記駆動回路は、
　　前記並行する複数の出力信号線のうち、一方の端の前記出力信号線に出力する前記初
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段出力回路である第１初段出力回路と、
　　前記並行する複数の出力信号線のうち、他方の端の前記出力信号線に出力する前記初
段出力回路である第２初段出力回路と、を有し、
　　前記一方の端から順に前記画素トランジスタを導通させる順走査と、前記他方の端か
ら順に前記画素トランジスタを導通させる逆走査とを切替えて行ない、
　前記スタート信号線は、前記順走査及び前記逆走査において共通である
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記スタート信号線の信号が導通電位になるタイミングは、前記第２クロック信号線の
信号が導通電位になるタイミングより、クロック信号の周期より十分小さい微少時間だけ
前である、ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記スタート信号線の信号がトランジスタを導通させない非導通電位になるタイミング
は、前記第２クロック信号線が非導通電位になるタイミングより、クロック信号の周期よ
り十分小さい微少時間だけ前である、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置
。
【請求項４】
　前記第１クロック信号及び前記第２クロック信号とは、前記導通電位となる時間が重な
らないクロック信号である第３クロック信号が印加される第３クロック信号線と、
　トランジスタを導通させない非導通電位を保持する非導通電位保持線と、
　前記第３クロック信号線がゲートに接続され、前記第３クロック信号線が導通電位とな
ることにより前記ノードと前記非導通電位保持線とを接続する第３トランジスタと、を更
に備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記複数の出力信号線であり、前記初段出力信号線の隣に配置された次段出力信号線と
、
　前記次段出力信号線は、前記次段出力信号線が導通電位となることにより、整流装置を
介して前記ノードと導通する、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
表示装置。
【請求項６】
　前記次段出力信号線は、画像が表示される表示領域を挟んで、前記初段出力信号線に前
記導通電位が印加される側とは反対側で導通電位が印加される、ことを特徴とする請求項
５に記載の表示装置。
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